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令和 4年 第 1回北広島市環境審議会 議事録  

  

■日 時：令和 4年 8月 23日（火） １８：３０～２０：００  

  

■会 場：市役所本庁舎 ５階 委員会室  

  

■出席者： （委  員） 

早矢仕会長、石山副会長、安藤委員、澤田委員、皆木委員、 

後藤委員、澁谷委員、森下委員、山腋委員（９名） ※1名途中から参加 

（事務局：市民環境部）  

高橋部長、阿部次長、米村課長、 

新川主査、大木主事、佐藤主事（６名）  

 

■審議内容  

【開会】 

 

【開会挨拶 市長】 

 

【委員の紹介】 

 

【会長・副会長の選出】 
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【諮問書交付】 

 

【協議事項】（事務局より説明） 

（1）第 3次北広島市環境基本計画の改定について 

 

○A委員 

ご説明ありがとうございます。1点質問ですが、1 の（1）自家用車や事業用車両の次世代自動車へ

の普及の項目ですが、こちらだけ他の項目と違って、市独自の取組が見えないような表現になってしまって

いるので、市独自の表現が見えるようになったほうがいいのかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

かしこまりました。 

 

○B委員 

ほかにございますか。 

 

○C委員 

道路の街灯の LED 化につきまして、形を見ると何となく LED 化になってきてるなというのは分かりますが、

現在 2022年時点で 1,475灯ということで、現在、割合でいいますとどれぐらいでしょうか。 

 

○事務局 
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60%ぐらいと押さえております。ただ、年間変えられてるペースは 90 灯ぐらいのペースで行っていますので、

達成には 2050年位までかかるかと思います。 

 

○C委員 

ありがとうございます。 

 

○B委員 

ほか、いかがでしょうか。A委員お願いします。 

 

○A委員 

たびたび申し訳ございません。5番目の市民と事業者の温暖化対策のところです。環境啓発イベント等

を活用したとなっておりますが、小学生とか低学年の教育、環境教育みたいなところをここで出していただい

た方が何となく市全体として、次世代に渡って重要な問題が起きているということと親御さんの世代に問い

かけても、なかなか反応が薄いので、子どもから家の中の会話を使って、子どもが興味があるんだったらしな

いといけないよねみたいな、そのイベントに参加するというような道筋を立てる。そちらのきっかけもここで書い

ていただいた方がいいのかなと感じました。こちらもコメントですが、よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

かしこまりました。 

 

○B委員 

ほかいかがでしょうか。 
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1点、私のほうからも、お伺いしたいのですが、循環型社会の形成の資源回収のことですが、先ほど早め

に市役所に着いたのですが、結構市民の方がミックスペーパーを持ってきて、拠点回収に入れてらっしゃる

姿をよく見ましたが、市が有効な資源を回収する最も回収率を上げる最適な方法は、多分家庭のごみ回

収の中で曜日決めて回収することだと思います。北広島市では、空いた雑紙の回収はしてないということで

しょうか。 

 

○事務局 

雑紙の回収についてですが、本市ではミックスペーパーの回収と呼んでおりまして、専用の紙袋で、拠点

に持ってきていただきます。まず使用済みのティッシュですとか、あとは学校から持ってくるお子さんのプリント

類など、いろんなものが対象になっております。こちらのほうを埋め立てるごみに入れてしまうと、容量が大変

多いものですから、拠点回収として分別して収集したいという思いが強いのですが、如何せん朝の紙袋での

回収というのが前提になっております。受入れ施設側のほうで、ビニール袋に入ったものを破袋して、リサイク

ルするという流れができないというところがあるものですから、ごみステーションで収集している本市においては、

雨で濡れることを避けるため、拠点回収で対応させていただいているというところです。 

 

○B委員 

拠点回収に持ってくる袋は、市で個別に配布しているものなのでしょうか。 

 

○事務局 

ミックスペーパー用の紙袋は、市のほうで用意をさせていただいております。雑紙の中でも例えばビールの

パックですとか、シールの台紙、あとは汚れが極端にひどいものとか、入れられないものも多々ありますので、

袋に説明の印刷をして、回収拠点で、市民の方に申出ていただいたら、1家庭につき 2枚お渡しするとい
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うような形で、持ってきたときに、お渡しして、また家庭で活用してもらうというような流れで運用しております。 

 

○B委員 

承知しました。戸別回収が難しい事情も理解いたしました。戸別回収してる市は濡れて困るとか、多くの

ことを抱えながら行っているということですね。札幌がそうですが、札幌も結構弊害といいますか、いろんなこと

が実際にはあるということなんですね。 

 

○事務局 

そうですね。戸別回収してるところはごみステーション収集ではなく、家の前に出してもらう戸別収集をや

ってるところですとまだ対応しやすいのですが、札幌市の場合は、参考程度に聞いていただきたいのですが、

袋に入れたものを手作業で分別して行っているとも聞いておりますので、本市では施設の関係で、残念な

がら対応出来ないというところですので、拠点回収で今はやらせていただいております。 

 

○B委員 

ご丁寧にありがとうございました。細かい話になってしまいましたが、ほかに何でも。はい、お願いします。 

 

○D委員 

2点あります。1点がまず 3番の ZEB化・ZEH化の件です。私の仕事の関係上、こちらに関わる場面

が非常に多いのですが ZEB化・ZEH化に関しては、現実的には非常にハードルが高くて、イニシャルコスト

との絡みであるとか、実現性という部分で難しい部分もあるなど、最近では 2割 ZEB という形で、まずはワ

ンクッション、2割 ZEB に持っていこうと、2割 ZEB化というのは具体的に約 25%、省エネと創エネです。

エネルギーをつくるという創エネのバランスの中で 25%まで持っていこうというのがまずワンステップとしてありま
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して、一応こちら中には詳細としてそのような内容がないので、一応、実現可能性を考えた場合にまずそち

らに持っていって、どんどん推奨していくというのも重要なポイントであるかと感じております。 

同時に 2番のところのいろんな設備、太陽光の話が出ています。もちろん国の指針でできるだけ太陽光

設備を導入するということは、当然創エネ、創るエネルギーという意味では、必須ではありますが、一方で巷

でいわれているのが廃棄するために、環境破壊であるとか、実際それに伴う処理のために、非常に環境破

壊を起こしているという話も出ており、必ずしも事務所の屋根に有効に設置するというのはまだ良しとしても、

メガソーラーといわれる大きなものをすばらしい環境のところに、たくさんの太陽光を並べるというパターンが、

果たしてそれを良しとするのか。そのような部分につきましては、多方面で議論をしていく必要があるのかと思

います。その 2点が感じた部分といいますか、現実的な路線からの構築とか、その辺については、少し詰め

た議論が必要なのかなというふうに思っております。以上です。 

 

○事務局 

ご意見ありがとうございます。ZEB化・ZEH化につきましては、国のほうでまだ ZEB化・ZEH化としか

言っていないので、おっしゃるとおり、2割も含むのかどうかという部分もあります。基本的に今の制度でいき

ますと、2割も ZEB化に含むというふうにはなっておりますので、誤解のないように、きちんとこちらのほうで明

記して ZEB化につきましては、どの範囲までの ZEB化ですという形で構成をしようと考えております。また、

メガソーラーの部分につきましては、こちらで 5番の（2）で先ほど事業用再生可能エネルギー施設の適

切な維持管理の周知啓発ということで、現在 2023年から 2030年度までで、実質導入目標で増えて

おりますが、実はこちらはもう設置、認可されて、まだ稼働していないものが、稼働したと想定してのものです

ので、これから増やしたいという意向ではなく、もう出来ているものにつきましては、きちんと維持管理していた

だいて、廃棄物にならないように、市としても行っていただきたいという部分の表現になっております。ですから、

おっしゃるとおり環境破壊をしてまでも、どんどん作っていくというよりは、きちんと節電等をしながら、なるべくそ
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のようなことに頼らずに、ゼロに出来たらいいなというふうに思っております。 

 

○D委員 

ありがとうございます。 

 

○B委員 

ほかいかがでしょうか。お願いします。 

 

○E委員 

（4）の市有施設に再生可能エネルギー設備を導入とありましたが、こちらは、例えば総合体育館で太

陽光発電を作った場合は、総合体育館だけのエネルギーを賄うのであって、余剰を市役所とかほかの市有

施設に使うというような、蓄電して、共有するということは考えていらっしゃらないのでしょうか。 

 

○事務局 

そちらにつきましては、いろんな施設で今積算をし、余剰電力が出たときに、どれだけの余剰が出るのか、

蓄電もまだシステム上大容量の蓄電システム等がまだない部分もございますので、そのような費用対効果

等も考えながら、余剰電力等が出れば、自営線を設置したりし、有効活用したいと検討しております。ただ

今の段階で、これだけの発電量があってこうしますとかまでは、明言は難しいかと思います。 

 

○B委員 

いかがでしょうか。 
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○E委員 

ありがとうございます。 

 

○B委員 

ほかに何かございませんか。はい。お願いします。 

 

○C委員 

質問ですが、ごみの焼却施設が令和 6年度から根志越にできて、そちらにごみが出されて、焼却という

ことになると思いますが、現在既にクリーンセンターに埋められてしまっているごみというのは、今後もガスは、

出続けてしまうという理解でよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

クリーンセンターから発生しているガスですが、こちらのほうは何十年も前に埋めたところからもメタンガスが

出ているということになっております。現在は生ごみを分別して処理をしておりますので、昔よりはメタンガス発

生源の有機物というのは少ないかと思いますが、現在埋め立てているごみにも、残念ながら有機物も入って

おりますので、しばらくはメタンガスが出るような形になるのかというふうに考えております。 

 

○C委員 

ありがとうございます。 

そちらは今後どうすることも出来ない、計画もないということでしょうか。 

 

○事務局 
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埋められたごみから発生するメタンガスを回収する技術というものがなかなかないものですから、最低限そ

のまま埋めるのをやめて、焼却して、無機質にして埋めていくということが、今回ようやく実現できるというとこ

ろになっております。 

 

○B委員 

はい。ありがとうございました。 

引き続きまして、ほかにいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

 

○A委員 

度々すいません。A です。1点、ご質問ですが、3番の循環型社会の形成のところの（1）生ごみの分

別によるバイオガス化処理をされていると思いますが、こちらの施設は今も稼働されているのでしょうか。とい

うのは、施設の能力アップは多分考えられていなくて、2050年までに CO₂の換算量を増やそうという場合

ですと、どのようなことが考えられるのか。今、実際に回収をするに当たって、市民の方が分けるのは少し面

倒くさいなとかですね。そのような思いがありますので、回収率が低いかと思いますが、その辺はアンケート等

で分かっているようなことはございますでしょうか。 

 

○事務局 

生ごみの回収率につきましては、当市の一般廃棄物の処理基本計画の予定しております計画量よりも

少ないのと、あとは現在稼働しております、生ごみの処理施設、生ごみとくみ取りのし尿、そして下水道汚

泥を混ぜてバイオガス化処理をしておりますが、そちらの生ごみを処理する施設規模に対しても、残念なが

ら少ない状況になっております。生ごみ等をバイオガス化処理をすることによって発生したガスを利用し、残っ

た汚泥を乾燥させて、その乾燥させたものを、乾燥汚泥肥料として、緑農地還元ですとか、市民の皆さん
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に還元をしているところですが、今後長い目で見て、まだ施設には余剰、余力がありますので、生ごみを増

やすことによって、発生するガスが増えることにより、例えば余剰ガスを利用した自家発電装置などを作るこ

とによって、電気を発電し、売電するなどの余力があるのかなというところです。生ごみがなかなか集まってい

ないという部分につきましては、3年おきにアンケートをとっておりますが、やはり分ける手間が大変であります

とか、近隣の市でいいますと、恵庭市と本市ぐらいというふうになっておりますので、燃やして、燃えるごみに入

れても、本市でいえば普通ごみにおいても、生ごみを分けても同じですので、分けてしまうなどのご意見があ

りますので、環境に優しい生ごみ分別なんですよというところで、周知を図っているところです。 

 

○C委員 

ありがとうございました。非常に難しい問題だと思いますが、引き続き草の根ではないですが、地道な活

動が重要なのかなと思いましたので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

○B委員 

いかがでしょうか。はい。お願いします。 

 

○E委員 

市で今も行っていらっしゃいますかわかりませんが、家庭で出る生ごみの堆肥化の機械とかを入れた場合、

補助が出てたと思いますが、そちらはまだ行っていらっしゃるのかということと、生ごみを分別して出してもらうの

に、まだ余剰があるとおっしゃっていて、バイオガス化処理を目指していらっしゃるようなので、家庭で堆肥化

するよりもバイオガスとして処理したい気持ちのほうが大きいのでしょうか。どちらなのかなというのを知りたいの

で、お答えしていただければと思います。 
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○事務局 

生ごみの家庭における処理という意味では、いわゆるコンポストを庭において生ごみを入れて、堆肥を作

って、ご自分で家庭菜園などで利用するというコンポストの助成は今も行っておりますし、あとは電動生ごみ

処理機というのも助成を行っております。 

生ごみを集めて市が処理したほうがいいのか、それともで処理してもらうのがいいのかという考え方ですが、

ごみ処理の基本的な考えとしては、まず発生抑制という考え方がございまして、まずお家からごみを出さな

いということが第 1 の大きな目標にはなっておりますので、お家で処理できる方につきましては、処理してい

ただくのが、1番いいのかなと思います。そのようなことができないアパートとマンション等の方につきましては、

きちんと分けていただいた上で、生ごみをしっかり分別いただいた上で再利用できるような形で処理していき

たいというふうに考えております。 

 

○E委員 

その過程で、コンポストの推進というのはこちらの計画には載るような内容ではないのでしょうか。 

 

○事務局 

コンポストの推進につきましては、こちらの計画に載せるのか、あるいは一般廃棄物の処理の計画のほう

にも出ておりますので、こちらのほうでももっと力を入れたほうがいいというご議論になればそのようなことも考

えられるかなと思います。 

 

○E委員 

ありがとうございます。 
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○B委員 

ほかにいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

 

○F委員 

3 の循環型社会の形成の（4）でボトル toボトルの実施ということで、もちろん家庭から排出するペット

ボトルをペットボトルへリサイクルするということも良いのですが、今ペットボトルとかプラスチックの問題は非常

に世界的な問題になっておりますので、ペットボトルそのものを利用しないような、何かそのような機運の盛り

上げとか、代替品の推進、それも家庭だけではなく、事業所でもそのようなものを、積極的に使うような、そ

のような計画というのを入れてもいいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

ペットボトルの関係ですが、確かにペットボトルをそもそも使わないという体制があればその分の原油使用

量も削減されるのかなと思うところではあります。ただ現実的に、日本国内ではペットボトルの流通というもの

が定着しています。ペットボトル自体のリサイクルは、日本国内では高く、90%前後となっています。今回検

討しているボトル to ボトルというものの概要が、説明不足で申し訳ないですが、基本的に今行っているペッ

トボトルのリサイクルというのは、集めたペットボトルを細断して、その素材を洗浄して、それをまた繊維ですと

か、卵パックや食品トレーにリサイクルするという、マテリアルリサイクルと呼ばれるものが今主流で行われてお

ります。今回ボトル to ボトルは新しい取組みで、ペットボトルを回収して、ケミカルリサイクルという手法で、

分子レベルで一旦分解し、さらに結合することによって、もともとの原油由来のペレットにまで近づけ、原料と

してリサイクルできるという、新しい技術です。こちらを利用することによって、石油資源を新たに使わなくても

済むというメリットがあります。ペットボトルを地上資源として、ケミカルリサイクルすることによって、原料の品質

の劣化もなく、ペットボトルからペットボトルに、さらに再使用すると、それによって地下資源の使用量を減ら
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せるというメリットがある技術が最近出てきておりますので、そのような新しい取組を始めていきたいというもの

になっております。確かにペットボトルの代替品としましては、水筒を持参したり、リターナブルビールびんのよう

なものができればいいのですが、軽くて割れたりしないというペットボトルのメリットもあり、現状、流通量も多

いというところで、現在の状況も見ながら、考えていくこととしています。 

 

○F委員 

ありがとうございます。ちなみにですが、こちらのリサイクルは、具体的な金額ではないのですが、コストはど

のぐらいかかるものなのか気になります。 

 

○事務局 

基本的にこのような容器プラや瓶、ペットボトルというのは、資源の売払いというようなことで行っております。

売払いのほうも原油の価格ですとか、為替の相場によって、上がったり下がったりします。ただ、買い取っても

らうまでには、市のリサイクルセンターのほうで手選別したり、ベール化したりとかというコストはかかっております

ので、完全に無料で出ているのかというと、売払いの金額との差し引きによります。 

 

○B委員 

ありがとうございます。いかがでしょうか。 

40 ページ以降も何か説明されますでしょうか。 

 

○事務局 

そちらにつきましては、環境基本計画に全部反映されておりますので特に説明はないです。 
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○B委員 

必要であれば見ておけば良いということですね。 

改めまして、ほかにまだご質問ないでしょうか。お願いします。 

 

○D委員 

4番の森林吸収源対策につきまして、2番の市民参加による植樹の実施とありますが、具体的な量な

のか。ボリュームなのか。CO₂の削減量なのか。CO₂吸収量なのか。見える化した形での目標設定とか、そ

の辺は、位置と絡めてもあるかもしれませんが、何かなくてよろしいのかなというのは、疑問といいますか、感じ

た部分です。 

 

○事務局 

実は国で削減量が示されているのが民有林の整備で、森林経営管理制度によって、整備された森林

のみを削減吸収減としますと、その中で、木の種類によって、例えばぶなの木だったら何パーセントとか、杉

の木だったら何パーセントとか、密度とか、樹齢とかで計算方法があるのですが、植樹等で行ったものにつき

ましては、示されていない部分があり、幾らかの吸収量というのは見込まれますが、今回目標として、これだ

け削減できるとか、明確な根拠を持って提示できなかったものですので、このような表現にさせていただいて

おります。 

 

○D委員 

はい、わかりました。 

 

○B委員 
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ほかいかがでしょうか。 

 

○事務局 

事務局から意見です。今回提示させていただいた意見ですが、次回もまたこちらに基づいて、皆様お持

ち帰りいただいて、別の意見等がまた出てくると思います。今回もし一通り意見が出そろったのであれば、今

回はここで終わっても問題はありませんので、そのような形でお願いいたします。 

 

○B委員 

担当する課が違うと言われるかもしれませんが、やはり北広島でこれから市民・事業者・行政が、一体と

なって徹底した省エネをするんだというときに、やはり 1番大きな存在は、今派手にやってるボールパークだと

思います。あちらがこれから新しい施設として稼働していく際に、こちらで今お話しいただいたような再生可能

エネルギーの導入拡大とか、省エネ機器や再エネ機器の導入とか、或いは、資源の生ごみの分別ですとか、

そのような一生懸命北広島市が住民と一緒になって、地道に取り組んでいく項目に関して、あちらはどのよ

うな対策をされているのかというのが、把握していらっしゃったら教えていただきたいです。 

 

○事務局 

何度か日ハム様側と、温暖化対策、ごみの対策等も含めて、提案できることは一緒にやっていきましょう

と実務者協議で話し合っています。 

また、周知啓発というのは非常に大事ですので、日本ハムファイターズさんのほうも、環境教育に力を入

れたいというようなご意見もいただいておりますので、先ほど、安藤委員からもあったように小中学生とか、小

さい子どもからの啓発にも非常に役立つのかなと思っている部分もあります。 

ただ施設につきましては再生可能エネルギー等の導入につきましても、今できあがっている部分があります
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とか、あとはこれからいろんな形で、ホテルが建ったりとか、違う事業者さんとか入ってくる部分もあって、なか

なか進んでいかない部分もありますが、今後も協議を続けて、なるべく温暖化対策を一緒に進めていきたい

なと、市のほうとしては思っております。 

 

○B委員 

恐らくもちろん企業イメージの面等からも、きっと市の要望を全く受入れないというわけにはいかないと思い

ますので、そのような部分はやはり積極的に北広島市が協議をお願いするというか、指導するような立場に

立って、市がこれだけ頑張るんだというところに、歩調を合わせていただくという強い姿勢も大事かと思います

がいかがでしょうか。 

 

○事務局 

そうですね。日本ハムさんはファイターズさんのほうともそうですし、あと親会社の日本ハムさんとも定期的

に情報交換をしておりまして、当然生ごみの排出ですとか、ごみの分別につきましては、本市のルールに従っ

て、リサイクルできるものは全てリサイクルをして、燃やすものは最小限にしましょうですとか、先方からも、ごみ

の分別方法につきましても、北広島市でやる場合はどうしたら良いのかということで、かなり早い段階からご

相談を受けながら、こちらのほうでもアドバイスをしたりしております。当然大きな会社ですので、環境部門

専門の職員の方とかもいらっしゃいますし、ファイターズさんにつきましても、スポーツ、教育、環境というものも、

大事に考えられておりますので、月に 1回、定期的に集まりがある中で、我々も環境部門として入って、し

っかりと世界に誇れるボールパークということで、環境部門でも誇れるボールパークにしましょうということで、コ

ミュニケーションをとっております。 

 

○B委員 



17 

ぜひ、よろしくお願いいたします。何かほかにはございませんか。よろしいでしょうか。 

また次の機会もあるということですので、後であれと思いましたら、次回にお願いするということで、次第の

6「議事」については終了してよろしいでしょうか。 

 

【「異議なし」と発言する者あり】 

 

はい。ありがとうございます。 

では次第の 6「その他」につきまして委員の皆様から何かございますでしょうか。 

特にないようでしたら事務局のほうから何かございましたらお願いします。 

 

○事務局 

それでは私のほうから今後のスケジュールだけ説明させていただきます。 

今回提案させていただいた議論につきましては、次回 9月末から 10月中旬の間に開きたいと思ってお

ります。その中で一通り、最終結論というな形をさせていただいて、それをもとに 11月から市民の方にパブリ

ックコメントという形で、市民の皆様からもご意見いただこうと考えております。そのご意見をまとめて、最終答

申ということで、12月末から 1月中旬にかけて、最後の審議会を開催して、答申というような流れに持っ

ていきたいと思っております。以上になります。 

 

○B委員 

ありがとうございます。今日出た意見とか質問とか回答とかは、まとまった形で次の審議会までに拝見でき

ますでしょうか。 
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○事務局 

まとめた議事録等を一度フィードバックさせていただくと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【閉会】 


